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１

議
第
皿
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

議第191号

平成24年度滋賀県一般会計補正予算（第６号）

平成24年度滋賀県の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ629,282千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ494,861,397千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子



２

議
第
四
号
平
成
別
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１２操入金

２基金繰入金

30.293

千円

818

28,685,982

△６２９'

千円

282

△629,282

29.664
千円

536

28,056,700

歳入合計 495,490,679 △629,282 494,861,397

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

１議会費

ｌ議会費

Ｌ１８７，

千円

923

1,187,923

千円

152

152

1，１８８，

千円

075

1.188.075

２総合政策費

ｌ秘書広報費

２防災費

３総合政策企画費

1６，１５１，７６９

484.709

968,284

10.696.382

1,609

１

163

218

1，２２８

1６，１５３，３７８

484.872

968.502

10,697,610

３総務費

１総務管理費

２徴税費

３市、Ｔ振興費

４選挙費

５人事委員会費

６監査委員費

21.312.414

13,135,002

4.247.707

2.747.481

9５１．６２０

8８．７１２

141.892

△154.282

△１５５．９７１

945

567

3５

5５

8７

21,158,132

12,979,031

4.248.652

2,748,048

951,655

88,767

141.979

４琵琶湖環境費 17,863,395 2,350 17,865,745



３

議
第
皿
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

款 項 補正前聿の額 補正額 計

１水政費．

２環境費

３下水道費

４森林林業費

2.390，

千円

436

4.191.448

3.020.400

8．２６１．１１１

千円

976

384

248

742

2，３９１ ，

千円

412

4,191,832

3,020,648

8,261,853

５健康福祉費

１社会福祉費

２児童福祉費

３生活保護費

５公衆衛生費

６生活衛生費

７地域健康福祉費

８医薬費

83.688.015

3８，７１１，２０１

13,774,848

1,057,238

22.762.419

669.902

1．１２７．７６２

5.575.590

4,597

7２１

1，１０２

5９

1，１８４

257

832

442

83,692,612

38,711,922

13,775,950

1,057,297

22,763,603

670.159

1,128,594

5,576,032

６ 商工観光労働費

ｌ商工業費

２中小企業費

３観光費

４労政費

５職業訓練費

６労働委員会費

32,546,161

3,458,515

25,483,445

440.751

2.024.404

1.052.886

８６．１６０

1，３７３

４３９

452

110

9４

237

４１

32,547,534

3,458,954

25,483,897

440,861

2,024,498

1.053.123

8６．２０１

７農政水産業費

ｌ農業費

２畜産業費

３農地費

1４，１９１，１７６

4,491,005

1,330,298

7.267.541

3,470

1.858

444

877

14,194,646

4,492,863

1,330,742

7,268,418



４

議
第
１９１
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号

）

款 項 補正前の額 補正額 計

４水産業賢 1.102

千円

332

千円

291 1，１０２，

千円

623

８土木交通費

１土木交通管理費

２道路橋りょう費

３河川費

８建築費

９住宅費

43,179,223

3,524,515

23,655,607

8,266,467

1,827,101

938,354

3.297

２．０８３

866

7８

192

7８

43,182,520

3.526.598

23,656,473

8,266,545

1,827,293

938,432

９轡察費

１響察管理費

29.056.490

26.204.683

△８０．７０３

△８０．７０３

28,975,787

26,123,980

10教育費

１教育総務費

２小学校費

３中学校費

４高等学校費

５特別支援学校賢一

７社会教育費

129.246.101

15,918,043

42,982,313

25,545,173

２７，７７３，１６７

11,930,021

1,542,532

△411,212

△489,346

32,352

1９，６１５

1８，１１２

7.886

169

128,834,889

15,428,697

43,014,665

25,564,788

27,791,279

11,937,907

1,542,701

11災害復I日費

２農政水産施設災
害復旧響

３土木交通施設災
害梅|日善

881,771

250,634

611,317

6７

７

6０

881,838

250,641

611,377

露出合計 495,490,679 △ 629,282 494,861,397



算補会 計 正 予特 別



５

議
第
哩
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議第192号

平成24年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成24年度滋賀県の流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ16,884,150千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子



６

議
第
唖
号
平
成
溌
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

’

第１表歳入歳出予算補正
■｡

歳入

⑪

款 項 補正前の額 補正額 計

５繰入金

１一般会計繰入金

２基金繰入金

3.216

千円

712

2.871,086

345,626

千円

294

230

６４

3.217 ，，

千円

006

2,871,316

345.690

歳入合計 16,883,856 294 16,884,150

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

１琵琶湖環境費

１流域下水道費

12.797

千円

160

5.554.212

千円

294

294

1２，７９７
千円

454

5,554,506

歳出合計 16.883,856 294 16,884,150

、



７

議
第
酬
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
公
営
競
技
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

Ｉ

議第193号

平成24年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算（第１号）

平成24年度滋賀県の公営競技事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第１条歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳出予算の金

額は、「第１表歳出予算補正」のとおりとする。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子

ごP



８

議
第
皿
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
公
営
競
技
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳出

第１表歳出衣予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１公営競技事業費

１経営費

２開催費

54.375

千円

516

154,087

54.221.429

千円

101

△１０１

’千円

54,375,516

154,188

54,221,328

歳出合計 54,610,000 54,610,000



算補会業 計企 予正



９

議
第
凹
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議第194号

平成24年度滋賀県病院事業会計補正予算（第３号）

（総貝Ｉ）

第１条平成24年度滋賀県の病院事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入および支出）

第２条収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

支出

（資本的支出）

第３条資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額2,551,000千円が補正後の資本的支出額に対して不足する額1,122,027千円は、

過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。）

支出

款 項 補正前の額 補正額 計

１病院事業収益

l医業収益

２医業外収益

３附帯事業収益

19.164

千円

438

16.345.426

2,613,112

205.900

1

千円
097

599

378

120

1９．１６５

千円

５３５

16,346,025

2,613,490

206,020

款 項 補正前の額 補正額 計

１病院事業費用

１医業費用

３附帯事業費用

19.075

千円
４３８

18,248,034

205.900

千円

△１５９

△２７９

120

19.075

千円
279

18.247.755

206.020

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的支出

１建設改良費

3.673

千円
000

Ｌ９６３，３３１

千円

2７

2７

3.673

千円
027

1963.358



1０

議
第
皿
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

■
Ｉ

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、吹のとおり補正する。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子

■

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与賢 8.887

千円

842

､千円

△１３２ 8.887

千円

７１０



11

議第195号
議
第
腕
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

平成24年度滋賀県エ業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総貝Ｉ）

第１条平成24年度滋賀県の工業用水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的支出）

第２条収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支出

'

（資本的支出）

第３条資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額3,000千円が補正後の資本的支出額に対して不足する額387,026千円は、減債

積立金143,542千円、過年度分損益勘定留保資金233524千円ならびに消費税および地方消費

税資本的収支調整額9,960千円で補填するものとする。）

支出

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子

款 項 補正前の額 補正額 計

１工業用水道事業
費用

１営業費用

855

千円
800

797.304

△４，

千円

６７８

△４，６７８

8５１

千円
１２２

792.626

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ資本的支出

１建設改良費

390

千円

000

245.670

千円

2６

2６

390，

千円

０２６

245.696

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与費 1５０

千円
972 △４

千円
652 １４６

千円

３２０



1２

議第196号

議
第
配
号
平
成
型
年
度
滋
賀
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

平成24年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条平成24年度滋賀県の水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的支出）

第２条収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支出

（資本的支出）

第３条資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額1,169,300千円が補正後の資本的支出額に対して不足する額3,523,515千円は、

減債積立金895,258千円、過年度分損益勘定留保資金1,288,262千円、当年度分損益勘定留保

資金1,213,787千円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額126,208千円で補填す

るものとする。）

支出

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子

款 項 補正前の額 補正額 計

１水道用水供給事
業費用

１営業費用

3.782，

千円

４００

3,339,915

△１４

千円

034

△１４．０３４

3,768 ,

千円

３６６

3,325,881

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ資本的支出

１建設改良費

4.692，

千円

700

2,813,996

千円

1１５

115

4.692 ’

千円

８１５

2,814,111

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与費
千円

505,469 △１３,

千円

９１９ 491

千円

５５０



案条 例



1３

議第197号
議
第
、
号
滋
賀
県
職
員
退
職
手
当
条
例
等
の

滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成24年12月３日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例

（滋賀県職員退職手当条例の一部改正）

第１条滋賀県職員退職手当条例（昭和28年滋賀県条例第24号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「給料の日額」を「退職の日におけるその者の給料の日額」に、「給料月額」

を「退職日給料月額」に改め、同条第２項中「よらず」の右に「、かつ、第８条の２第５項に

規定する認定を受けないで」を加え、「を含む」を「および傷病によらず、地方公務員法第２８

条第１項第１号から第３号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この

項および第６条の４第４項において「自己都合等退職者」という」に、『その者が」を「自己

都合等退職者が」に改める。

第４条第１項を次のように改める。

１１年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額

は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た

額の合計額とする。

（１）滋賀県職員の定年等に関する条例（昭和59年滋賀県条例第５号。以下「定年条例」とい

う。）第２条の規定により退職した者（定年条例第４条第１項の期限、同条第２項の規定

により延長された期限または同条第４項の規定により繰り上げられた期限の到来により退

職した者を含む。次条において同じ。）またはこれに相当する他の法令の規定により退職

した者

（２）その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

で規則で定めるもの

（３）第８条の２第５項に規定する認定（同条第１項第１号に係るものに限る。）を受けて同

条第８項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者

第４条に次の１項を加える。

３第１項に規定する勤続期間の区分および当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

（１）１年以上10年以下の期間については、１年につき100分の125

（２）１１年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
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（３）１６年以上24年以下の期間については、１年につき100分の２００

第５条の見出し中「整理退職等」を「25年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第１項を

次のように改める。

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分

ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

（１）２５年以上勤続して退職した者（定年条例第２条の規定により退職した者またはこれに相

当する他の法令の規定により退職した者に限る。）

（２）地方公務員怯第28条第１項第４号の規定による免職の処分を受けて退職した者

（３）第８条の２第５項に規定する認定（同条第１項第２号に係るものに限る。）を受けて同

条第８項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者

（４）公務上の傷病または死亡により退職した者

（５）２５年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由

により退職した者で規則で定めるもの

（６）２５年以上勤続し、第８条の２第５項に規定する認定（同条第１項第１号に係るものに限

る。）を受けて同条第８項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者

第５条に次の１項を加える。

３第１項に規定する勤続期間の区分および当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

（１）1年以上10年以下の期間については、１年につき100分の１５０

（２）１１年以上25年以下の期間については、１年につき１００分の１６５

（３）２６年以上34年以下の期間については、１年につき100分の180

（４）３５年以上の期間については、１年につき100分の105

第５条の２第１項中「給料月額の」を「給料の月額の」に、「給料月額が」を「給料の月額

が」に改める。

第５条の３の表以外の部分中「第５条第１項」を「第４条第１項第３号および第５条第1項

（第１号を除く。）」に、「25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者お

よび勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が知事の承認を得たもの」を「規則で

定める者」に、「25年以上で」を「20年以上で」に、「退職の日において定められているその

者に係る定年から10年を減じた」を「規則で定める」に、「同項」を「第４条第１項、第５条

第１項」に改め、同条の表中「第５条第１項」を「第４条第１項および第５条第１項」に、

「100分の２」を「当該年数に応じて100分の３を超えない範囲内で規則で定める割合」に改

める。

第６条の３の表中「100分の２」を「当該年数に応じて100分の３を超えない範囲内で規則

で定める割合」に改める。

第６条の４第４項第１号中「自己都合退職者（第３条第２項に規定する傷病または死亡によ

らずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。）」を「自己都合等
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退職者」に改め、同項第２号から第５号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職

者」に改める。

第８条の次に次の1条を加える。

（定年前に退職する意思を有する職員の募集等）

第８条の２任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるも

のを行うことができる。

（１）職員の年齢構成の適正化を図ることを目的とし、第５条の３の規則で定める年齢以上の

年齢である職員を対象として行う募集

（２）組織の改廃または勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織または勤

務公署に属する職員を対象として行う募算贄

２任命権者は、前項の規定による募集（以下この条において「募集」という。）を行うに当

たっては、同項各号の別、第５項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日または期

間、募集をする人数および募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であって規則で定め

るものを記載した要項（以下この条において「募集実施要項」という。）を当該募集の対象

となるぺき職員に周知しなければならない。

３次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、

第８項第３号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うこ

とができる。

（１）第２条第２項の規定により職員とみなされる者

（２）前項に規定する退職すべき期日または同項に規定する退職すべき期間の末日が到来する

までに定年に達する者

（３）地方公務員法第29条の規定による懲戒処分（管理または監督に係る職務を怠った場合に

おける処分で規則で定めるものを除く。）またはこれに準ずる処分を募集の開始の日にお

いて受けている者または募集の期間中に受けた者

４前項の規定による応募（以下この条において「応募」という。）または応募の取下げは職

員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはな

らない。

５任命権者は、応募をした職員（以下この条において「応募者」という。）について、吹の

各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認

定（以下この条において「認定」という。）をするものとする。ただし、次の各号のいずれ

にも該当しない応募者の数が第２項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あら

かじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するため

に必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に

従い、当該応募をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

（１）応募が応募実施要項または第３項の規定に適合しない場合
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（２）応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分（第３項第３号の規則

で定める処分を除く。）またはこれに準ずる処分を受けた場合

（３）応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者の非違に当たる行

為であって、その非違の内容および程度に照らして当該処分に値することが明らかなもの

をいう。）をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行

うことが公務に対する県民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

（４）応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、または長期的な

人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

６任命権者は、認定をし、またはしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めると

ころにより、その旨（認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。）を

応募者に書面により通知するものとする。

７任命権者が募集実施要項において退職すぺき期間を記載した場合には、認定を行った後遅

滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、

前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとす

る。

８認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

（１）第12条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

（２）第19条第１項または第２項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至った

とき。

（３）募集実施要項に記載された退職すべき期日もしくは前項の規定により応募者に通知され

た退職すべき期日が到来するまでに退職し、またはこれらの期日に退職しなかったとき

（前２号に掲げるときを除く。）。

（４）地方公務員法第29条の規定による懲戒処分（懲戒免職の処分および第３項第３号の規則

で定める処分を除く。）またはこれに準ずる処分を受けたとき。

（５）第３項の規定により応募を取り下げたとき。

９任命権者は、この条の規定による募集および認定について、規則で定めるところにより、

知事に対し、募集実施要項（第５項に規定する方法を周知した場合にあっては、当該方法を

含む。次項において同じ。）を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなけれ

ばならない。

10知事は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項および同項の規定により報

告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。

付則第22項中「20年以上」および「および傷病または死亡によらず、その者の都合により退

職した者（第12条第１項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。）」を削り、「100分の

104」を「１００分の87」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第６条の５第１項中「前条」とあるのは、「前条ならびに付則第22項」
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とする。

付則第23項中「36年」の右に「以上42年以下」を加え、「（傷病または死亡によらず、その

者の都合により退職した者を除く。）」を削り、「その者の勤続期間を35年として前項の規定

の例により計算して得られる」を「同項または第５条の２の規定により計算した額に前項に定

める割合を乗じて得た」に改める。

（滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭和48年滋賀県条例第33号）の一部を

次のように改正する。

付則第５項中「第３条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第４条

もしくは第５条または滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例（昭和35年滋賀

県条例第１号）付則第４項」を「第３条から第５条まで」に改め、「20年以上」、「（同項の

規定に該当する退職をした者にあっては、２５年未満）」および「、新条例第３条から第５条の

３までおよび条例第47号付則第５項の規定にかかわらず」を削り、「100分の104」を「１００

分'の87Ｊに改める。

付則第６項中「第３条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」を「第３条第

１項」に改め、「36年」の右に「以上42年以下」を加え、「、新条例第３条第１項および第５

条の２ならびに条例第47号付則第５項の規定にかかわらず」を削り、「その者の勤続期間を３５

年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項または新条例第５条の２の規定に

より計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。

付則第７項中「、新条例第５条から第５条の３までおよび条例第47号付則第５項の規定にか

かわらず」を削る。

（滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例（平成15年滋賀県条例第80号）の一部

を次のように改正する。

付則第12項中「44年」を「42年」に改める。

（滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正）

第４条滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例（平成18年滋賀県条例第78号）の一部を

次のように改正する。

付則第２項中「退職手当の額が、新条例第２条の４」を「額（当該勤続期間が43年または４４

年の者であって、傷病もしくは死亡によらずにその者の都合によりまたは公務によらない傷病

により退職したものにあっては、その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をしたものとみ

なし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として１日条例付則第22項の規定の例により計算して

得られる額）にそれぞれ100分の8７（当該勤続期間が20年以上の者（42年以下の者で傷病また

は死亡によらずにその者の都合により退職したものおよび37年以上42年以下の者で公務によら

ない傷病により退職したものを除く。）にあっては、104分の87）を乗じて得た額が、新条例

部
を
改
正
す
る
条
例
案



1８

議
第
切
号
滋
賀
県
職
員
退
職
手
当
条
例
等
の

第２条の４」に改め、「付則第11項の規定による改正後の」および「付則第12項の規定による

改正後の」を削る。，

付則

（施行期日）

lこの条例は、平成25年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

（１）付則第６項の規定公布の日

（２）第１条中滋賀県職員退職手当条例第３条から第５条の３まで、第６条の３および第６条の

４第４項第１号から第５号までの改正規定、同条例第８条の次に１条を加える改正規定なら

びに付則第５項の規定公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日

（経過措置）

２第１条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例（以下この項および付則第５項におい

て「新退職手当条例」という。）付則第22項（新退職手当条例付則第24項および第３条の規定

による改正後の滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例付則第12項においてその例に

よる場合を含む。）および第２3項の規定の適用については、新退職手当条例付則第22項中

「100分の87」とあるのは、平成25年１月１日から同年９月30日までの間においては「100分

の98」と、同年10月１日から平成26年６月30日までの間においては「100分の92」とする。

３第２条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第５項（同

条例付則第７項においてその例による場合を含む。）および第６項の規定の適用については、

同条例付則第５項中「100分の87」とあるのは、平成25年１月１日から同年９月30日までの間

においては「100分の98」と、同年10月１日から平成26年６月30日までの間においては「100

分の92」とする。

４第４条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第２項の規

定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年１月１日から同年９月30日

までの間においては「100分の98」と、同年10月１日から平成26年６月30日までの間において

は「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年１月１日から同年９月30日までの

間においては「１０４分の98」と、同年10月１日から平成26年６月３０日までの間においては

「104分の92」とする。

５この条例の施行の際現に職員として在職した者が第１条の規定による改正前の滋賀県職員退

職手当条例第４条第１項に規定する25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者

であって任命権者が知事の承認を得たもの（その者が新退職手当条例第５条第１項第３号に掲

げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。）には、新退

職手当条例第４条第１項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第２号

に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
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６この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
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